
担当課 委員数

草津川跡地整備課 ８人

事業実施状況
の妥当性

委員会の意見
に対する対応
（事業所管課
が入力）

①草津川跡地整備事業については、土地活用に関するアンケートの他、地域の皆様から御意見をい
ただきながら、平成２３年５月に草津川跡地利用基本構想を、平成２４年１０月に草津川跡地利用基
本計画を策定し、平成２９年４月に草津川跡地公園（区間２および区間５）を開園したところです。御
意見にあるアンケート調査等につきましては、毎年実施している市民意識調査の中に草津川跡地の
整備に関する調査項目がございますことから、この調査結果を活用するなどして、今後の施策展開
を図ってまいります。

②本公園（区間２および区間５）の管理運営は、指定管理者の他に、民間事業者が公園の一部を管
理運営しております。また、本公園で活動する市民活動団体や教育機関など多様な主体で組織する
草津川跡地公園管理運営会議においても、公園内のガーデンの管理をいただいております。
　また、この運営会議は、民間事業者も含む組織でありますことから、民間事業者の工夫やアイデア
も活かしながら、多くの方々に満足いただけるよう良好な運営に努めていただいております。

③本公園（区間２および区間５）を利用していただきやすくなる周辺の環境整備につきましては、関係
機関等と調整・連携しながら整備を進めてまいります。また、広く様々な市民等でにぎわう公園を目
指し、現在も四季折々のイベントを実施しておりますが、今後も草津川跡地公園管理運営会議等に
おいて、更なる話題性のあるイベントの開催を計画してまいります。

④本公園（区間２および区間５）の利用者を中心としたコミュニティは、一朝一夕で醸成されるもので
はなく、充実した市民活動が継続的に行われ、多くの市民に関心を高めていただくことが重要である
と考えております。このことから、引き続き草津川跡地公園管理運営会議や指定管理者等と連携し、
活動のサポートや啓発等の取り組みを強化してまいります。

⑤本公園（区間２および区間５）の公園区域内の民間活動エリアは、民間事業者による管理運営が
行われており、公園内ガーデンの維持管理は、草津川跡地公園管理運営会議に行っていただくな
ど、公の管理エリアの一部を他に委ねることで、公園の管理コストの縮減に努めております。
　今後の公園整備に当たっては、現在供用している草津川跡地公園の運営管理状況および社会経
済情勢や市民ニーズの動向等を見極め、事業計画を検証しながら進めてまいりたいと考えておりま
す。

平成３０年度実施
大規模事業の実施状況の確認シート

項目名

草津川跡地整備事業、管理運営事業（区間２、５）

A．適切　　　　　　　　　　B．概ね適切　　　　　　　　　　C．概ね不適切　　　　　　　　　　D．不適切　　　　

委員会として
の意見

①改めて、今後の残りの区間の整備の必要性や、区間２、区間５の利用に対する市民全体を対象と
したアンケート調査を実施するべきと考える（外国人も調査対象にするべき）。

②公園をより魅力的なものにするために、民間事業者の発想やアイデアを活用するべきと考える
（パークマネジメントの発想等）。

③市民全体が利用しやすい環境整備や話題性のあるイベントを開催してもらいたい。
（あおばな館や道の駅など、既存施設との連携等により、より多くの市民を集客できる仕組みの検
討）

④コミュニティの醸成が不十分。コミュニティの醸成や様々な市民の関心を高めるため、管理運営会
議や実際の管理運営について、もっと広く様々な市民が参加できるようになることを期待する。

⑤収益を上げる手法を考えるなど、維持管理費の縮減を図るべきと考える。また、今後の整備計画
についても、維持管理費の推移を見ながら、経営的な意識を持って整備計画内容の変更や凍結も検
討するべきと考える。
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